
令和２年（2020年）11月1日号4 市報 新型コロナウイルス感染症の影響により、開催予定の催しなどが中止や延期になる場合があります。

　新型コロナウイルス感染症の
影響で癒やしが求められている
のでしょうか、巣ごもり需要で
ペットの売れ行きが伸びていま
す。それに伴い、ペットに関す
る消費生活相談も増加していま
す。
【相談事例】
　ペットショップで犬を購入し
た。高額なので分割払いにした
ら、条件としてその店独自の生
体保障（１６万円）がセットになっ
ていた。購入直後から下痢が続
き、食欲も無いので店できちん
と管理されていたのか疑わしい。
店に申し出たら、家での飼育に
問題があったかのような発言が
あり、亡くなった場合は生体保
障で同等の犬を提供すると言わ
れた。この子(犬)の代わりに違う
犬など考えられない。分割払い
を解約して一括払いにするので
生体保障も解約したいと申し出
たが断られた。
【アドバイス】
　ペットを飼っている人にとっ
て、ペットは我が子も同然です。
しかしながら、法的にはペット
はモノになります。ショップで
のペット購入はモノである商品
の売買契約となります。ショッ
プは商品のペットを健康な状態

で販売する義務があります。通
常の商品は瑕疵（不具合、欠陥）
があれば取り替えや返金となり
ますが、飼い主にとっては受け
入れられない話です。今回のケ
ースでは購入後すぐに下痢を起
こしているので、見ただけでは
分からない健康状態の不具合（契
約不適合）があったとして、損害
賠償や代金減額を求めることに
なります。分割払いの解約は、
手数料負担で一括払いにするこ
とは可能と思われます。
　ペットショップをのぞいたら
目が合ってしまった、この子（犬、
猫）しかいないと思った、はよく
聞かれる話です。
　購入にあたっては、ペットを
飼う責任について理解し、信用
のおける店やブリーダーからワ
クチン接種の状況や補償条件の
説明を受け、契約書面を確認し
ましょう。
問消費生活センター☎042-495-
６2１2（相談専用）
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モノとなります

費生活相談の
現場から

消

　

個別耐震相談会を開催
　建築士が、個別に木造住宅の耐
震 に 関 す る 相 談 を お 受 け し ま
す。 対市内に木造住宅を所有す
る方。先着６人 日１１月20日㈮午後
１時～１時50分、午後2時～2時50
分、午後3時～3時50分 場生涯学

習センター 持住宅の図面（お持ち
の方）
 申 問１１月2日～１６日に、直接窓
口または電話でまちづくり課まち
づくり係☎042-497-2093へ
◆耐震化に関する市の助成
　一定の条件を満たした木造住宅
の耐震診断及び耐震改修などに対
して、費用の一部を助成していま
す。詳しくはＱＲコードから市ホ
ームページをご覧ください。

　「家屋を修繕したいが、どこに
頼んだらいいかわからない…」「浴
室が傷んでいるので見積もりをし
てほしい…」など、住宅の修理・
改築を考えている方はいません
か。「清瀬市住宅工事あっせん事
業協力会」では、市（産業振興課）
で受け付けをされた方に、依頼内
容に応じて協力会の職人さんを紹
介しています。

　協力会には、大工・土木・屋根
・瓦・水道・電気・畳・左官・建
具・ふすま・インテリア・造園・
ブロック・シャッターなど、さま
ざまな工事に携わる職人さんがい
ます。どんな小さな仕事でも責任
をもって施工します。見積もりの
みでも相談に応じますので、ぜひ
ご利用ください。 問産業振興課
産業振興係☎042-497-2052

市内の住宅工事事業者
（職人さん）を紹介します

テーマ「コロナと環境」

第41回　清瀬市消費生活展

　消費生活センター登録消費者団
体の活動紹介のパネル展示と、講
演会を行います。 日１１月28日㈯
午前１0時～午後4時 場消費生活セ
ンター
◆講演会「コロナと環境とくらし」
　ーコロナ危機とシステムチェン
　ジー

時午前の部＝午前１0時～正午、
午後の部＝午後１時30分～3時30
分 対ど な た で も。 各 回 先 着20
人 講ＮＧＯ ＦoＥ Ｊａｐａｎ　 満 田 夏 花
氏、深草亜悠美氏 申 問１１月2日か
らの平日午前9時～午後5時に電話
で消費生活センター☎042-495-
６2１１へ

ひとり親家庭等医療費助成制度の
現況届の提出は11月30日までに

　現況届は、年に１度提出してい
ただくことにより、引き続き要件
に該当するかを確認するもので
す。継続して医療証の交付を受け
るためには、必ず届け出が必要に
なります。
　令和2年度ひとり親家庭等医療
費助成制度現況届を、１１月初旬
ごろに対象の方へのみ郵送しま
す。（児童扶養手当の現況届とと
もにすでに提出された方を除く）。
　要件に該当する方でも、届け出
をしないと医療費助成を受けるこ
とができませんので、下記のとお
り提出してください（郵送可）。
　また、お手続きは、申請者であ
るご本人のみ可能です。代理の方
が手続きすることはできませんの
で、ご注意ください。
【受付日時】１１月30日㈪までの午
前8時30分～正午・午後１時～5時

（土・日曜日、祝日を除く）

【受付場所】子育て支援課助成係
（郵送でも受付可能ですが、清瀬
市役所に書類が届いた日が受付日
となります。松山・野塩出張所、
市民課土曜窓口では受付していま
せん）【必要書類など】令和2年度
ひとり親家庭等医療費助成制度現
況届（届出用紙）・対象者（受給者
及び助成対象児童）の健康保険証

（来庁の場合は、健康保険証の原
本を持参してください。郵送の場
合は、加入保険証の写しを添付し
てください）・認定調書（提出が
必要な方へのみ該当の調書を送付
します）・印鑑（来庁の場合のみ。
郵送の場合は、必要箇所に押印の
うえ提出してください）
※上記以外にも、状況に応じて書
類が必要となる場合があります。
問子 育 て 支 援 課 助 成 係 ☎042-
497-2088

耐震・バリアフリー・熱損失防止（省エネ）
改修をした住宅をお持ちの方は
固定資産税の減額の申告を

年3月3１日までにバリアフリー改
修工事を施した住宅◆省エネ改修
＝平成20年１月１日以前から所在
する住宅で、令和4年3月3１日ま
でに省エネ改修工事を施した住宅

（いずれも一定の要件に該当する
場合）
②要安全確認計画記載建築物等の
　耐震改修家屋の減額
　建築物の耐震改修の促進に関す
る法律に規定する要安全確認計画
記載建築物または要緊急安全確認
大規模建築物について、政府の補
助を受けて、令和5年3月3１日ま
でに建築基準法に基づく現行の耐
震基準に適合させるよう改修工事
を行った場合、施工完了日から3
か月以内の申告により、翌年度か
ら2年間、当該家屋に係る固定資
産税額が減額されます。
 問課 税 課 固 定 資 産 税 係☎042-
497-2042

①耐震・バリアフリー・熱損失防
　止（省エネ）改修減額
　定められた条件を満たす耐震・
バリアフリー・熱損失防止（省エ
ネ）改修を行った家屋については、
施工完了日から3か月以内の申告
により、翌年度の当該家屋に係る
固定資産税額が減額されます（期
間内に申告ができず、特段の事情
があると認められる場合はこの限
りではありません）。
　なお、耐震改修または熱損失防
止（省エネ）改修が、長期優良住
宅の認定を受けて改修された場合
は、減額割合が拡充されています。
 対◆耐震改修＝昭和57年１月１日
以前から所在する住宅で、令和4
年3月3１日までに建築基準法に基
づく現行の耐震基準に適合するよ
う改修工事を施した住宅◆バリア
フリー改修＝新築された日から
１0年以上経過した住宅で、令和4

耐震化に関する市
の助成については
こちら（市ホーム
ページ）


